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保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関する

法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

⑹ 当該指定介護予防特定施設において、労働保険料（労働保険

の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）

第十条第二項に規定する労働保険料をいう。）の納付が適正に

行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ

と。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実

施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除

く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての介護

職員に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） イ⑴から⑹までに掲げる基準の

いずれにも適合し、かつ、イ⑺又は⑻に掲げる基準のいずれかに

適合すること。

ハ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） イ⑴から⑹までに掲げる基準の

いずれにも適合すること。

※ 区分支給限度基準額の算定対象外とする予定。

11 介護予防福祉用具貸与費（１月につき） 11 介護予防福祉用具貸与費(１月につき）

指定介護予防福祉用具貸与事業所（指定介護予防サービス基準第266 指定介護予防福祉用具貸与事業所(指定介護予防サービス基準第266

条第１項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業所をいう。以下同 条第１項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業所をいう。以下同

じ。）において、指定介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サービス じ。)において、指定介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス基

基準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。） 準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)

を行った場合に、現に指定介護予防福祉用具貸与に要した費用の額を を行った場合に、現に指定介護予防福祉用具貸与に要した費用の額を
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当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の所在地に適用される１単位の 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の所在地に適用される１単位の

単価で除して得た単位数（１単位未満の端数があるときは、これを四 単価で除して得た単位数（１単位未満の端数があるときは、これを四

捨五入して得た単位数）とする。 捨五入して得た単位数）とする。

注１ 搬出入に要する費用は、現に指定介護予防福祉用具貸与に要 注１ 搬出入に要する費用は、現に指定介護予防福祉用具貸与に要

した費用に含まれるものとし、個別には評価しない。ただし、 した費用に含まれるものとし、個別には評価しない。ただし、

指定介護予防福祉用具貸与事業所が別に厚生労働大臣が定める 指定介護予防福祉用具貸与事業所が別に厚生労働大臣が定める

地域に所在する場合にあっては、当該指定介護予防福祉用具貸 地域に所在する場合にあっては、当該指定介護予防福祉用具貸

与の開始日の属する月に、指定介護予防福祉用具貸与事業者（指 与の開始日の属する月に、指定介護予防福祉用具貸与事業者（指

定介護予防サービス基準第266条第１項に規定する指定介護予防 定介護予防サービス基準第266条第１項に規定する指定介護予防

福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。）の通常の事業の実施 福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。)の通常の事業の実施地

地域（指定介護予防サービス基準第270条第５号に規定する通常 域（指定介護予防サービス基準第270条第５号に規定する通常の

の事業の実施地域をいう。以下同じ。）において指定介護予防 事業の実施地域をいう。以下同じ。）において指定介護予防福

福祉用具貸与を行う場合に要する交通費（当該指定介護予防福 祉用具貸与を行う場合に要する交通費（当該指定介護予防福祉

祉用具貸与に係る福祉用具の往復の運搬に要する経費及び当該 用具貸与に係る福祉用具の往復の運搬に要する経費及び当該福

福祉用具の調整等を行う当該指定介護予防福祉用具貸与事業者 祉用具の調整等を行う当該指定介護予防福祉用具貸与事業者の

の専門相談員１名の往復の交通費を合算したものをいう。以下 専門相談員１名の往復の交通費を合算したものをいう。以下同

同じ。）に相当する額を当該指定介護予防福祉用具貸与事業所 じ。）に相当する額を当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の

の所在地に適用される１単位の単価で除して得た単位数を、個 所在地に適用される１単位の単価で除して得た単位数を、個々

々の福祉用具ごとに当該指定介護予防福祉用具貸与に係る介護 の福祉用具ごとに当該指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予

予防福祉用具貸与費の100分の100に相当する額を限度として所 防福祉用具貸与費の100分の100に相当する額を限度として所定

定単位数に加算する。 単位数に加算する。

２ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 ２ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労

働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防福祉用具貸与 働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防福祉用具貸与

事業所の場合にあっては、当該指定介護予防福祉用具貸与の開 事業所の場合にあっては、当該指定介護予防福祉用具貸与の開

始日の属する月に、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者の通 始日の属する月に、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者の通

常の事業の実施地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う 常の事業の実施地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う

場合に要する交通費に相当する額の３分の２に相当する額を当 場合に要する交通費に相当する額の３分の２に相当する額を当

該指定介護予防福祉用具貸与事業所の所在地に適用される１単 該指定介護予防福祉用具貸与事業所の所在地に適用される１単

位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指 位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指

定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防福祉用具貸与費の３分 定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防福祉用具貸与費の３分

の２に相当する額を限度として所定単位数に加算する。 の２に相当する額を限度として所定単位数に加算する。

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対し ３ 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対し

て、通常の事業の実施地域を越えて指定介護予防福祉用具貸与 て、通常の事業の実施地域を越えて指定介護予防福祉用具貸与

を行った場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与の開始日の属 を行った場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与の開始日の属

する月に、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者の通常の事業 する月に、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者の通常の事業
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の実施地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合に要 の実施地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合に要

する交通費に相当する額の３分の１に相当する額を当該指定介 する交通費に相当する額の３分の１に相当する額を当該指定介

護予防福祉用具貸与事業所の所在地に適用される１単位の単価 護予防福祉用具貸与事業所の所在地に適用される１単位の単価

で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定介護予 で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定介護予

防福祉用具貸与に係る介護予防福祉用具貸与費の３分の１に相 防福祉用具貸与に係る介護予防福祉用具貸与費の３分の１に相

当する額を限度として所定単位数に加算する。 当する額を限度として所定単位数に加算する。

４ 要支援者に対して、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び ４ 要支援者に対して、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び

介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目（平成11年厚生省 介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目（平成11年厚生省

告示第93号）第１項に規定する車いす、同告示第２項に規定す 告示第93号）第１項に規定する車いす、同告示第２項に規定す

る車いす付属品、同告示第３項に規定する特殊寝台、同告示第 る車いす付属品、同告示第３項に規定する特殊寝台、同告示第

４項に規定する特殊寝台付属品、同告示第５項に規定する床ず ４項に規定する特殊寝台付属品、同告示第５項に規定する床ず

れ防止用具、同告示第６項に規定する体位変換器、同告示第11 れ防止用具、同告示第６項に規定する体位変換器、同告示第11

項に規定する認知症老人徘徊感知機器及び同告示第12項に規定 項に規定する認知症老人徘徊感知機器、同告示第12項に規定す

する移動用リフトに係る指定介護予防福祉用具貸与を行った場 る移動用リフト及び同告示第13項に規定する自動排泄処理装置

合は、指定介護予防福祉用具貸与費は算定しない。ただし、別 （尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。）に係る指定

に厚生労働大臣が定める者に対する場合については、この限り 介護予防福祉用具貸与を行った場合は、指定介護予防福祉用具

でない。 貸与費は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める者に

対する場合については、この限りでない。

※ 自動排泄処理装置の定義の内容は次のとおり。

尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路

となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居

宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの（交換

可能部品（レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路

となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易

に交換できるもの）を除く。）。

※ 自動排泄処理装置に係る厚生労働大臣が定める者の内容は次のと

おり。

次のいずれにも該当する者

㈠ 排便において全介助を必要とする者

㈡ 移乗において全介助を必要とする者

５ 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知 ５ 介護予防特定施設入居者生活介護費（介護予防短期利用特定
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症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防福祉用具貸 施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。）又は介護予防

与費は、算定しない。 認知症対応型共同生活介護費（介護予防短期利用共同生活介護

費を算定する場合を除く。）を算定している場合は、福祉用具

貸与費は、算定しない。


